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　敬老模範家庭・三夫婦世帯・金婚
夫婦合同表彰式を次のとおり行いま
す。今年度は市制施行60周年を記
念し、行田市とともに歩み、結婚
60周年を迎えられたダイヤモンド
婚夫婦も表彰します。
　当日は表彰式のほか、アトラク
ションを予定しています。なお、招
待者には後日通知します。

▶日時　9月12日（土）午前10時
▶場所　「みらい」文化ホール
▶問い合わせ　高齢者福祉課高齢福

祉担当（内線223）

敬老模範家庭などの
合同表彰式を行います

　市では、敬老事業の一環として、今年結婚50周年を迎えるご夫婦や、
すでに結婚後50年を経過したご夫婦に、お祝いの記念品を贈呈します。
　また、今年度は結婚60周年を迎えられたダイヤモンド婚夫婦にも記念
品を贈呈します。
　該当される方は申請してください。

▶受付期間　6月1日(月)～7月17日(金)※期間厳守のこと
▶対　　象　（婚姻年月日は、挙式した日または入籍した日どちらでも可）

【金婚夫婦】昭和34年12月31日以前に結婚されたご夫婦
　※昨年までに受領されている方を除く

　　　　　　【ダイヤモンド婚夫婦】昭和24年1月1日から12月31日
　までに結婚されたご夫婦

▶申請方法　高齢者福祉課にある指定の申請用紙に記入し、同課8番窓
口へ提出してください。印鑑、戸籍謄本などは必要ありま
せん。なお、代理申請は可能ですが、電話での申請はでき
ません。

　70歳以上の方を対象に贈呈していた敬老記念品（市内商店街共通
商品券500円）は、昨年度で終了させていただきました。

　　なお、77歳（１万円）、88歳（２万円）、99歳（３万円）の方に
　対する敬老祝金贈呈は、引き続き実施します。

▶問い合わせ　高齢者福祉課高齢福祉担当（内線223）

金婚夫婦・ダイヤモンド婚夫婦に
記念品を贈呈します

　10月支給分の公的年金から個人住民税（市民税・
県民税）の特別徴収（引き落とし）が始まります。こ
れにより金融機関などに出向く必要がないため、納め
忘れがなくなります。また、納める回数が増えること
で、１回の納税額が軽減されます。
　なお、この制度は個人住民税の納税方法を変更する
もので、新たな負担は生じません。

▶対象となる方　該当年度の４月１日現在65歳以上の年
金受給者で、前年中の年金所得に係る個人住民税の納税
義務のある方。ただし、次の場合は対象になりません。

　・公的年金の年額が18万円未満の場合
　・介護保険料が公的年金から引き落としされていな

　い場合
▶対象となる年金　老齢基礎年金または昭和60年以

前の制度による老齢年金、退職年金など　
　※障害年金や遺族年金などの非課税の年金は対象と

　なりません
▶対象となる税額　公的年金等所得に係る個人住民税
▶その他　特別徴収が開始されるまでの税額は、６月

および８月に普通徴収（納付書または口座振替で納付
する方法）により納めていただくことになります。
▶問い合わせ　税務課市民税担当（内線231・232）

個人住民税の公的年金からの
特別徴収制度が始まります

国民健康保険に加入している40歳から64歳までの方へ
　４月１日現在で国民健康保険に加入している方のう
ち、今年度40歳から64歳になる方に特定健診の受
診券を送付しました。受診期間は6月から8月までで
す。医療機関に予約のうえ、行田市国民健康保険証と
受診券を持参し受診してください。
　なお、65歳以上の方の受診期間は9月から12月ま
でですので、8月中に受診券を送付する予定です。

『平成21年度健(検)診のご案内』に変更があります
　実施医療機関一覧表の一部を次のとおり変更してく
ださい。
＜変更前＞　

＜変更後＞

▶問い合わせ　保険年金課国保担当（内線271・272・273）

特定健診を受診してください

医療機関名 特定健診 後期高齢者
健診

生活機能
検査 ヤング健診

石井クリニック ○ ○

医療機関名 特定健診 後期高齢者
健診

生活機能
検査 ヤング健診

石井クリニック ○ ○ ○ ○


